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(57)【要約】
　各種電気機器より発生する、４００ＭＨｚ～１００ＧＨｚのマイクロ波からミリ波まで
の有害電波を、無理なく減衰させて、人体や他の電子機器への影響を無くすことができる
電波吸収体であって、凹凸状発泡体又は平面状発泡体のみの連続発泡部２内にカーボン粒
子７やフェライト粒子などの導電粉粒体を含有させた表面電波吸収体１と、１層以上の発
泡体の連続発泡部２内にカーボン粒子７やフェライト粒子などの導電粉粒体を含有させた
中間平板状電波吸収体３と、薄層の底面電波反射材４とを積層して、全方位からの電波を
吸収、減衰させ、かつ、底面電波反射材４で反射させて、吸収体により吸収できるように
すると共に、人体や衣服に蓄積される静電気を排出できるように形成し、全体を柔軟生地
で包被して成ることを特徴とする全天候型電波反射吸収体を提供することにある。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　凹凸状又は平板状など好みの形状を有する発泡体の連続発泡部内にカーボン粒子やフェ
ライト粒子などの導電粉粒体を含有させた表面電波吸収体と、１層以上の発泡体の連続発
泡部内にカーボン粒子やフェライト粒子などの導電粉粒体を含有させた中間平板状電波吸
収体と、薄層の底面電波反射材とを積層して、全方位からの電波を吸収、減衰させ、かつ
、底面電波反射材で反射させて、吸収体により吸収できるようにすると共に、着用される
衣服に蓄積される静電気を排出できるように形成し、全体を柔軟生地で包被して成ること
を特徴とする全天候型電波反射吸収体。
【請求項２】
　表面電波吸収体と、中間平板状電波吸収体、又は中間平板状電波吸収体と、底面電波反
射材とを一体に組込んで成ることを特徴とする請求項１記載の全天候型電波反射吸収体。
【請求項３】
　凹凸状発泡体は、突状突起、波形など、連続ないし不連続の表面形状であることを特徴
とする請求項１記載の全天候型電波反射吸収体。
【請求項４】
　請求項１ないし３いずれか記載の全天候型電波反射吸収体を、有形体に一体的に組込ん
で成ることを特徴とする全天候型電波反射吸収体の組込構造体。
【請求項５】
　有形体とは、人形などの玩具、建造物、家具、乗物、衣料を含み、固定ないし移動可能
であることを特徴とする請求項４記載の全天候型電波反射吸収体の組込構造体。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、空気中を飛散する各種電波を低減または防止し、併せて人体に蓄積しやすい
静電気を排出できるようにした全天候型電波反射吸収体及びその組込構造体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＩＣ先進技術の２１世紀は、各種無線電波（マイクロ波からミリ波）が空間を飛翔する
電波環境じだいであると謂われている。具体的には、携帯電話、ＰＣ無線ＬＡＮ、ＩＣタ
グ、ＩＴＳなど屋外のみならず、屋内に居住する人間の居住空間へも家庭内コードレス等
無線電波の跳梁跋扈は、留まる処はない。そしてＩＣネット上などで電磁波障害や電波干
渉など、人体への健康問題が広く叫ばれてきている。
【０００３】
　このような環境下で、電波吸収層に電波反射用金属箔を配し、多極着磁した電波吸収体
（例えば、特許文献１参照。）とか、電波および／または電磁波を吸収するための電波吸
収層と、熱伝達変換層とから構成され、電波吸収体であって、前記電波吸収層を２層以上
として、各層間に易接着層を設けた電波吸収体（例えば、特許文献２参照。）など知られ
ている。
【特許文献１】特開平７－２８３５７７号公報
【特許文献２】特開２００２－５７４８６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、前記した特許文献１では、可撓性マグネットを用いており、また特許文献２
では、積層構成を備えて、かつ、熱伝達変換層を設けて放熱性および熱伝導率の高いシー
ト状体を備えているのみで、電波吸収性も４００ＭＨｚから１００ＧＨｚまでの超広帯域
電磁波の殆どの領域に亘って人体や他の電子機器などに害を及ぼさない程度、例えば－１
５ｄＢ以上減衰させることは不可能であった。
【０００５】
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　本発明は、叙上の点に着目して成されたもので、空気中に飛翔する無線電波を有効に吸
収反射すると共に、ブロック形状ないしはシート形状など、好みの形状を具備させ、さら
に、各種機器、器具、家具などに組込むことができるようにした全天候型電波反射吸収体
及びその組込構造体を提供することを目的とする。
【０００６】
　さらに、本発明は、被服等に生ずる静電気を効率よく導電排除し、人体に蓄積しないよ
うにした全天候型電波反射吸収体及びその組込構造体を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、以下の構成を備えることにより、上記課題を解決できる。
【０００８】
　（１）凹凸状又は平板状など好みの形状を有する発泡体の連続発泡部内にカーボン粒子
やフェライト粒子などの導電粉粒体を含有させた表面電波吸収体と、１層以上の発泡体の
連続発泡部内にカーボン粒子やフェライト粒子などの導電粉粒体を含有させた中間平板状
電波吸収体と、薄層の底面電波反射材とを積層して、全方位からの電波を吸収、減衰させ
、かつ、底面電波反射材で反射させて、吸収体により吸収できるようにすると共に、着用
される衣服に蓄積される静電気を排出できるように形成し、全体を柔軟生地で包被して成
ることを特徴とする全天候型電波反射吸収体。
【０００９】
　（２）表面電波吸収体と、中間平板状電波吸収体、又は中間平板状電波吸収体と、底面
電波反射材とを一体に組込んで成ることを特徴とする前記（１）記載の全天候型電波反射
吸収体。
【００１０】
　（３）凹凸状発泡体は、突状突起、波形など、連続ないし不連続の表面形状であること
を特徴とする前記（１）記載の全天候型電波反射吸収体。
【００１１】
　（４）前記（１）ないし（３）いずれか記載の全天候型電波反射吸収体を、有形体に一
体的に組込んで成ることを特徴とする全天候型電波反射吸収体の組込構造体。
【００１２】
　（５）有形体とは、人形などの玩具、建造物、家具、乗物、衣料を含み、固定ないし移
動可能であることを特徴とする前記（４）記載の全天候型電波反射吸収体の組込構造体。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、表面電波吸収体は、その表面形状が凹凸状を備えているので、あらゆ
る方向から飛翔してくる電波に対応して吸収でき、所謂、全方位からの有害電波を無理な
くカーボン粒子の働きを得て有効に吸収できると共に、この表面電波吸収体の下部には、
中間平板上電波吸収体が一層以上積層してあるので、強力な電波も段階的に吸収でき、特
に最下層に設けた底面電波反射材によって透過しようとする残余の電波を反射し、再び下
方から上方に向かう微弱電波を中間平板状電波吸収体と表面電波吸収体とによって人体に
は殆ど害とならない程度の電波減衰量、例えば－１５ｄＢ以上に低下させることができる
。
【００１４】
　この減衰効果を有する本発明に係る請求項１ないし５いずれかに記載の全天候型電波反
射吸収体は、好みの有形体、例えば子供が遊ぶ人形などのあらゆる玩具は勿論のこと、パ
ソコンなどの電子機器、建造物などの各種部材、机や椅子或はソファやパーティションな
どのあらゆる家具、自動車の座席や、天井、ドア、床部分、電車や列車の座席シート、航
空機のコックピットや客席の座席や天井、床、手荷物収納函部分等、室内の床、壁、天井
など外部又は内部に組み込んで固定ないし移動可能として使用することが出来る。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
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【図１】（ａ），（ｂ）は、本発明の基本構成を示す二実施例の縦断説明図
【図２】（ａ），（ｂ），（ｃ）は、図１の大きさや形状の３例を示す斜面図
【図３】（ａ）は、自動車用シートの背もたれに本発明を施した場合の断面図、（ｂ）は
、同じく自動車用シートや背もたれを必要要望形状デザインに合わせて成型一体加工を施
した場合の例で、曲面や凹凸などの形状も自在に設計、成型加工した場合の断面説明図、
（ｃ）は、家具の椅子に本発明を施した場合の斜面図
【図４】（ａ），（ｂ）は、縫いぐるみ人形に本発明を施した場合の二例の断面説明図
【図５】（ａ），（ｂ），（ｃ）は、ブロック状に形成した各種用途に供し得る本発明の
他の実施例を示す一部切欠斜面図
【図６】家内に飾る絵画や写真などの額に施した場合の斜面図
【図７】間仕切り用のパーティションに施した場合を示す斜面図
【図８】（ａ），（ｂ），（ｃ）は、三通りの一体成形品を示す断面図
【符号の説明】
【００１６】
１　表面電波吸収体
２　発泡部
３　中間平板状電波吸収体
４　底面電波反射板
５　カバー
７　カーボン粒子
α　凹凸状
Ａ　正方体形
Ｂ　長方体形
Ａ１　小形体
Ｂ１　大形体
Ｘ　包装された電波吸収体
Ｙ　未包装の電波吸収体
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下に、本発明を実施するための最良の形態を、実施例に基づいて説明する。
【実施例１】
【００１８】
　図１（ａ），（ｂ）および図２（ａ），（ｂ），（ｃ）は、本発明の二実施例の全天候
型電波吸収体を示す。
【００１９】
　１は、板状方形の表面電波吸収体を示し、例えば、ポリウレタンなどの合成樹脂製のウ
レタンフォームで弾性ポーラス状の連続発泡部（多孔質）２を備えており、特に表面は突
状突起，波形などの凹凸状αの発泡体で形成されると共に、発泡部２内には、導電性の微
細なカーボン粒子７を含浸固定してある。３は、前記表面電波吸収体１の下部に一層以上
複数層添接した発泡構造の中間平板状電波吸収体であり、前記表面電波吸収体１と同一の
内部構成を備える。即ち、ポリウレタンなどの合成樹脂発泡体の連続発泡部（多孔質）２
の構成を有し、かつ、前記連続発泡部２内には導電性の微細なカーボン粒子７を含浸固定
させてある。
【００２０】
　そして、上記表面電波吸収体１および中間平板状電波吸収体３による電波吸収効果を示
せば、以下の通りである。
【００２１】
　４は最下位に配置される底面電波反射板を示し、例えば、５０～１００μｍの厚さで、
６ｋｇ／ｍ２の軽量のアルミ箔か、或は、電磁波シールド性繊維織布を用いることができ
る。特に、織布の場合は、環境に配慮した「非ハロゲン系」が好ましく、かつ、難燃性を
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用いれば、電磁シールド性と防燃性を向上できる。
【００２２】
　５は、外表面を被覆するカバーであって、図１に示された包装された電波吸収体Ｘを形
成でき、図２（ａ）は、例えば３０ｃｍ×３０ｃｍ×８．５ｃｍの正方体形Ａを備えてい
るが、数ｃｍから数ｍまで使用条件に応じて形成できる。また、厚さも６ｃｍから８．５
ｃｍの厚みで表示の吸収機能を発揮するが、例えば必要要望条件に依っては２ｃｍから６
ｃｍまでの厚さも可能となる。図２（ｂ）は、例えば３０ｃｍ×６０ｃｍ×８．５ｃｍの
長方体形Ｂを有するが、（ａ）と同様に、使用条件に応じて好みの大きさに形成できる。
なお、このカバー５は、繊維は勿論のこと、レザー，合成樹脂などの柔軟なシート材を用
いて簡単に製造できると共に、図示していないが、全体の形状としては、円形状、球状、
楕円状など任意の形状に形成できることは勿論である。図２（ｃ）は、全体を不定形Ｃに
一体成形した場合を示し、その外形形状は、好みの形状に成形できる。
【００２３】
　図３（ａ），（ｂ）は、自動車用シートＰ１を示し、背もたれ部６の内部に図１（ａ）
，（ｂ）で構成される包装電波吸収体Ｘを包囲収納させる場合や、カバー５を除いて自動
車シートＰ１内や、天井、ドア、床等に直接、添接内装させることもできる。また、同図
（ｃ）では、同様に家具のソファＰ２の背もたれ部６に図１で示される構成の包装電波吸
収体Ｘを内包させることもできる。図示しないが、カバー５を除いて、自動車シートＰ１

と同様に、ソファＰ２の背もたれ部６内に直接、内包させることもできる。
【００２４】
　図４（ａ），（ｂ）は、縫いぐるみ人形Ｐ３内に包装電波吸収体Ｘまたは外部のカバー
５を剥離して凹凸状αの表面電波吸収体１および一層以上の中間平板状電波吸収体２なら
びに最外層の電波反射板４を一体もしくは分離並設した場合を示している。
【００２５】
　なお、（ｂ）の場合は、図示のように凹凸突起を有しない中間平板状電波吸収体３を重
合又は単体として組み込み、縫ぐるみ人形Ｐ３の背面全域に分離して電波反射板４を添接
固定させることもできる。
【００２６】
　図５（ａ），（ｂ）は、大小二種類の立方体のブロック状に形成した場合を示し、図５
（ｃ）は、全体を扁平状に形成したブロック状体を示す。
【００２７】
　図２の変形例を示すもので、全体を一体型とし、表面電波吸収体１を除き、中間平板状
電波吸収体３の単層又は積層構造体を、全体が一体とするウレタンフォームとして一体成
形し、連続発泡部２内に導電性粉粒体のカーボン粒子７やフェライト粒子を充填して形成
できるものであって、カバー５を被着しても被着しなくても良い。但し、図示のものは、
カバー５のない、未包装状態の電波吸収体Ｙとして示してある。そして、アルミ箔など電
波反射材４も設けても設けなくても良く、小形体がＡ１、大形体がＢ１として立方成形す
るものである。
【００２８】
　図６は、額に施した場合を示し、全体が扁平な図２（ｂ）に示す形態の、長方形電波吸
収体Ｂを額Ｐ４に裏面に用いる。この場合、長方形電波吸収体Ｂの両側には、紐とかマジ
ックテープ（登録商標）を設け、額Ｐ４に片方の止具や貼着部を予め取付けておけば、簡
単に着脱できる。
【００２９】
　図７は、パーティションに施した場合を示し、同様に、図２（ｂ）に示す形態の長方形
電波吸収体Ｂを、図６と同様に、紐とかマジックテープ（登録商標）、或は磁石の吸収吸
着作用を用いてパーティションＰ５に対して簡単に着脱可能である。
【００３０】
　図８は、最終形態を一体成形して得られる未包装の電波吸収体Ｙの一体成形体を示すも
ので、（ａ）は図１のカバー５を取り外した構造を示し、（ｂ）は座布団、（ｃ）はフラ
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ット板の構造を示している。ポリウレタンの発泡成形で連続発泡部２内に導電性の微細な
カーボン粒子７やフェライト微粒子を含浸固着し、必要に応じ、さらに底面に電波反射材
４を添接して構成するものである。なお、図示していないが、全体が導電性材料で構成さ
れているので、人体の衣服等に生ずる静電気を完全に排除して、快適な生活環境を形成で
きる。
【産業上の利用可能性】
【００３１】
　各種電波のマイクロ波からミリ波まで、各種電気機器から発生飛来する電波は強力であ
り、人体にとっても有害とされているが、この電波吸収体に含有されるカーボン粒子とか
フェライト粒子などの導電材料の働きと、ポリウレタン発泡体による組合せ構造によって
、８００ＭＨｚから１００ＧＨｚまでの広帯域電波を、－１５ｄＢ減衰するという、驚異
的な吸収機能を有すると共に、金属箔の電波反射材による反射効果に加え、人体や衣服に
蓄積する静電気エネルギーを導電吸引し、外部に排出できるので、本発明に係る電波吸収
体を使用できる生活環境のあらゆる個処での電波障害を解消して、豊かにして安全な生活
を送ることができる。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】

【図７】
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【図８】

【手続補正書】
【提出日】平成18年8月11日(2006.8.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
突状突起、波形など、連続ないし不連続の発泡体の連続発泡部内に導電性カーボン粒子や
導磁性フェライト粒子などの導電粉粒体を含有させた表面電波吸収体と、この表面電波吸
収体の下部に１層以上の発泡体の連続発泡部内に導電性カーボン粒子や導磁性フェライト
粒子などの導電粉粒体を含有させた中間平板状電波吸収体と、この中間平板状電波吸収体
の下部薄層の底面電波反射材とを積層して一体構造とし、かつ全体をシート材でカバーで
包被し、全方位からの電磁波として飛翔する８００ＭＨｚ～１００ＧＨｚまでの広帯域電
波を－１５ｄＢ位まで減衰させて電波を吸収させ、かつ、底面電波反射材で反射させて、
吸収体により、吸収できるようにすると共に、着用される衣服に蓄積される静電気を排出
できるように形成して成ることを特徴とする全天候型電波反射吸収体。
【請求項２】
（削除）
【請求項３】
（削除）
【請求項４】
請求項１記載の全天候型電波反射吸収体を、有形体の内部に一体的に組込んで成ることを
特徴とする全天候型電波反射吸収体の組込構造体。
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【請求項５】
　有形体とは、人形などの玩具、建造物、家具、乗物、衣料を含み、固定ないし移動可能
であることを特徴とする請求項４記載の全天候型電波反射吸収体の組込構造体。
【手続補正書】
【提出日】平成19年6月1日(2007.6.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１】
突状突起、波形など、連続ないし不連続の発泡体の連続発泡部内に導電性カーボン粒子や
導磁性フェライト粒子などの導電粉粒体を含有させた表面電波吸収体と、この表面電波吸
収体の下部に１層以上の発泡体の連続発泡部内に導電性カーボン粒子や導磁性フェライト
粒子などの導電粉粒体を含有させた中間平板状電波吸収体と、この中間平板状電波吸収体
の下部薄層の底面電波反射材とを積層して一体構造とし、かつ全体をシート材からなるカ
バーで包被し、全方位からの電磁波として飛翔する８００ＭＨｚ～１００ＧＨｚまでの広
帯域電波を－１５ｄＢ位まで減衰させて電波を吸収させ、かつ、底面電波反射材で反射さ
せて、吸収体により、吸収できるようにすると共に、着用される衣服に蓄積される静電気
を排出できるように形成して成ることを特徴とする全天候型電波反射吸収体。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００２】
効に吸収反射すると共に、ブロック形状ないしはシート形状など、好みの形状を具備させ
、さらに、各種機器、器具、家具などに組込むことができるようにした全天候型電波反射
吸収体及びその組込構造体を提供することを目的とする。
［０００６］
　さらに、本発明は、被服等に生ずる静電気を効率よく導電排除し、人体に蓄積しないよ
うにした全天候型電波反射吸収体及びその組込構造体を提供することを目的とする。
課題を解決するための手段
［０００７］
　本発明は、以下の構成を備えることにより、上記課題を解決できる。
［０００８］
　（１）突状突起、波形など、連続ないし不連続の発泡体の連続発泡部内に導電性カーボ
ン粒子や導磁性フェライト粒子などの導電粉粒体を含有させた表面電波吸収体と、この表
面電波吸収体の下部に１層以上の発泡体の連続発泡部内に導電性カーボン粒子や導磁性フ
ェライト粒子などの導電粉粒体を含有させた中間平板状電波吸収体と、この中間平板状電
波吸収体の下部薄層の底面電波反射材とを積層して一体構造とし、かつ全体をシート材か
らなるカバーで包被し、全方位からの電磁波として飛翔する８００ＭＨｚ～１００ＧＨｚ
までの広帯域電波を－１５ｄＢ位まで減衰させて電波を吸収させ、かつ、底面電波反射材
で反射させて、吸収体により、吸収できるようにすると共に、着用される衣服に蓄積され
る静電気を排出できるように形成して成ることを特徴とする全天候型電波反射吸収体。
［０００９］
［００１０］
［００１１］
　（２）前記（１）記載の全天候型電波反射吸収体を、有形体の内部に一体的に組込んで
成ることを特徴とする全天候型電波反射吸収体の組込構造体。
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［００１２］
　（３）有形体とは、人形などの玩具、建造物、家具、乗物、衣料を含み、固定ないし移
動可能であることを特徴とする前記（２）記載の全天候型電波反射吸収体の組込構造体。
発明の効果
［００１３］
　本発明によれば、表面電波吸収体は、その表面形状が凹凸状を備えているので、あらゆ
る方向から飛翔してくる電波に対応して吸収でき、所謂、全方位からの有害電
【手続補正書】
【提出日】平成19年7月19日(2007.7.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
６ｋｇ／ｍ２の軽量のアルミ箔か、或は、電磁波シールド性繊維織布を用いることができ
る。特に、織布の場合は、環境に配慮した「非ハロゲン系」が好ましく、かつ、難燃性を
用いれば、電磁シールド性と防燃性を向上できる。
［００２２］
　５は、外表面を被覆するカバーであって、図１に示された包装された電波吸収体Ｘを形
成でき、図２（ａ）は、例えば３０ｃｍ×３０ｃｍ×８．５ｃｍの正方体形Ａを備えてい
るが、数ｃｍから数ｍまで使用条件に応じて形成できる。また、厚さも６ｃｍから８．５
ｃｍの厚みで表示の吸収機能を発揮するが、例えば必要要望条件に依っては２ｃｍから６
ｃｍまでの厚さも可能となる。図２（ｂ）は、例えば３０ｃｍ×６０ｃｍ×８．５ｃｍの
長方体形Ｂを有するが、（ａ）と同様に、使用条件に応じて好みの大きさに形成できる。
なお、このカバー５は、導電性の合成繊維や合成樹脂など得られる柔軟なシート材を用い
てアース可能にして製造できると共に、図示していないが、全体の形状としては、円形状
、球状、楕円状など任意の形状に形成できることは勿論である。図２（ｃ）は、全体を不
定形Ｃに一体成形した場合を示し、その外形形状は、好みの形状に成形できる。
［００２３］
　図３（ａ），（ｂ）は、自動車用シートＰ１を示し、背もたれ部６の内部に図１（ａ）
，（ｂ）で構成される包装電波吸収体Ｘを包囲収納させる場合や、カバー５を除いて自動
車シートＰ１内や、天井、ドア、床等に直接、添接内装させることもできる。また、同図
（ｃ）では、同様に家具のソファＰ２の背もたれ部６に図１で示される構成の包装電波吸
収体Ｘを内包させることもできる。図示しないが、カバー５を除いて、自動車シートＰ１

と同様に、ソファＰ２の背もたれ部６内に直接、内包させることもできる。
［００２４］
　図４（ａ），（ｂ）は、縫いぐるみ人形Ｐ３内に包装電波吸収体Ｘまたは外部のカバー
５を剥離して凹凸状αの表面電波吸収体１および一層以上の中間平板状電波吸収体２なら
びに最外層の電波反射板４を一体もしくは分離並設した場合を示している。
［００２５］
なお、（ｂ）の場合は、図示のように凹凸突起を有しない中間平板状電波吸収体３を重合
又は単体として組み込み、縫ぐるみ人形Ｐ３の背面全域に分離して電波反射板４を添接固
定させることもできる。
［００２６］
図５（ａ），（ｂ）は、大小二種類の立方体のブロック状に形成した場合を示し、図５（
ｃ）は、全体を扁平状に形成したブロック状体を示す。
［００２７］
　図２の変形例を示すもので、全体を一体型とし、表面電波吸収体１を除き、中間平
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